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は
じ
め
に

平
成
25
年
度
税
制
改
正
法
案
が
平
成
25

年
３
月
29
日
に
国
会
で
可
決
・
成
立
し
、

４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
当
該

改
正
に
お
い
て
は
年
初
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
緊
急
経
済
対
策
を
反
映
し
て
経
済
再
生

を
税
制
面
か
ら
後
押
し
す
る
こ
と
を
意
図

し
た
制
度
が
多
数
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

が
、
本
稿
に
お
い
て
は
そ
の
な
か
か
ら
環

境
関
連
投
資
促
進
税
制（
グ
リ
ー
ン
投
資

減
税
）、
研
究
開
発
税
制
お
よ
び
交
際
費

の
損
金
算
入
枠
の
拡
大
に
つ
い
て
、
３
月

30
日
に
公
布
さ
れ
た
政
省
令
等
の
内
容
を

踏
ま
え
た
う
え
で
要
点
を
解
説
す
る
。

環
境
関
連
投
資
促
進
税
制

（
グ
リ
ー
ン
投
資
減
税
）

資
源
高
や
電
力
不
足
等
、
厳
し
い
エ
ネ

ル
ギ
ー
制
約
に
対
応
す
る
た
め
に
、
省
エ

ネ
投
資
を
税
制
面
か
ら
促
進
す
る
環
境
関

連
投
資
促
進
税
制（
グ
リ
ー
ン
投
資
減
税
）

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
見
直
し
が
行
わ
れ

た（
図
表
１
参
照
）。

⑴　
即
時
償
却
制
度
の
拡
充

ま
ず
、
普
通
償
却
限
度
額
と
の
合
計
で

取
得
価
額
ま
で
特
別
償
却
が
で
き
る
措
置

（
即
時
償
却
制
度
）に
つ
い
て
、
対
象
資

産
に
熱
電
併
給
型
電
力
発
生
装
置（
コ
ー

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
）が
加
え
ら
れ

た
う
え
で
、
適
用
期
限
が
平
成
27
年
３
月

31
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る（
措
法
42
の
５

①
一
ハ
・
⑥
、
措
令
27
の
５
③
）。
対
象

設
備
の
具
体
的
な
要
件
に
つ
い
て
は
平
成

25
年
財
務
省
告
示
99
号（
平
成
25
年
３
月

30
日
）（
平
成
23
年
財
務
省
告
示
219
号
を
改

正
す
る
告
示
）に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
が
、
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備

に
つ
い
て
は
発
電
効
率
お
よ
び
廃
熱
回
収

効
率
の
合
計
値
が
72
％
以
上（
発
電
出
力

が
10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
に
つ
い
て

は
80
％
以
上
）の
も
の
に
限
ら
れ
る（
平
成

23
年
財
務
省
告
示
219
号
別
表
３
）。

⑵　
特
別
償
却
制
度
の
拡
充

次
に
、
普
通
償
却
限
度
額
に
加
え
て
取

得
価
額
の
30
％
の
特
別
償
却
が
認
め
ら
れ

る
資
産
に
つ
い
て
は
、
①
中
小
水
力
発
電

設
備
、
②
下
水
熱
利
用
設
備
お
よ
び
③
定

置
用
蓄
電
設
備
が
追
加
さ
れ
た
う
え
で
、

制
度
の
適
用
期
限
が
平
成
28
年
３
月
31
日

ま
で
延
長
さ
れ
て
い
る（
措
法
42
の
５
①
、

措
令
27
の
５
①
～
⑤
）。
対
象
設
備
の
具

体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
上

割
愛
す
る
が
、
設
備
が
満
た
す
べ
き
仕
様

に
つ
い
て
は
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
た

め
、
財
務
省
告
示
も
し
く
は
資
源
エ
ネ
ル

ギ
ー
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た

い
。ま

た
、
従
来
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
合
理

化
設
備（
高
断
熱
窓
設
備
、
高
効
率
空
気

調
和
設
備
、
高
効
率
機
械
換
気
設
備
お
よ

び
高
効
率
照
明
設
備（
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
等
））

に
つ
い
て
は
４
種
を
同
時
に
設
置
し
た
場

合
の
み
制
度
適
用
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た

が（
旧
措
令
27
の
５
④
）、
高
効
率
機
械
換

気
設
備
が
制
度
の
対
象
外
と
さ
れ
る
一

方
、
そ
の
他
の
設
備
に
つ
い
て
は
単
独
で

の
設
置
で
も
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と

さ
れ
た（
措
法
42
の
５
①
、
措
令
27
の
５

④
）。

グ
リ
ー
ン
投
資
減
税
、研
究
開
発
税
制
、交
際
費

そ
の
他
の
租
税
特
別
措
置
の

改
正
ポ
イ
ン
ト

Ⅲ

宮
口
公
認
会
計
士
・
税
理
士
事
務
所　

公
認
会
計
士
・
税
理
士

宮
口
　
徹

（図表１）　環境関連投資促進税制（グリーン投資
減税）の拡充等

項目 即時償却制度 特別償却制度
適用法人 青色申告法人 青色申告法人
対象資産 ・太陽光発電設備

　（出 力10キ ロ
ワット以上）

・風力発電設備　
（出 力 １ 万 キ ロ
ワット以上）

・コージェネレー
ション設備

・左記載の３設備
・電気自動車
・電気自動車用急

速充電設備
・中小水力発電設

備
・下水熱利用設備
・定置用蓄電設備
・LED照明
・高断熱窓設備
・高効率空調　等

適用期限 平成27年3月31日
までの取得等

平成28年3月31日
までの取得等

償却限度
額

取得価額合計額 取得価額の30％＋
普通償却限度額

税額控除
との選択
制

青色申告の中小企
業者は取得価額の
７％の税額控除も
適用可

同左

その他 国または地方公共
団体の補助金を受
けた資産について
は適用除外

同左

（注）　太字が平成25年度改正による改正部分

特別
企画
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こ
の
点
、
高
断
熱
窓
設
備
に
つ
い
て
は

窓
面
積
や
窓
ガ
ラ
ス
面
積
の
90
％
以
上
の

部
分
に
同
時
設
置
す
る
場
合
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照

明
に
つ
い
て
は
建
物
の
階
層
ご
と
に
照
明

器
具
台
数
の
90
％
以
上
を
同
時
設
置
す
る

場
合
に
の
み
適
用
が
認
め
ら
れ
る
。ま
た
、

高
効
率
空
調
機
に
つ
い
て
は
室
外
機
１
台

に
つ
き
２
台
以
上
の
室
内
機
お
よ
び
氷
蓄

熱
槽
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
に
適
用
対

象
と
な
る（
平
成
23
年
財
務
省
告
示
219
号

別
表
４
）。

な
お
、
青
色
申
告
法
人
で
あ
る
中
小
企

業
者（
資
本
金
額
が
１
億
円
以
下
の
法
人

の
う
ち
、
発
行
済
株
式
総
数
の
過
半
数
を

同
一
の
大
規
模
法
人
に
所
有
さ
れ
て
い
な

い
も
の
）等
に
つ
い
て
は
即
時
償
却
・
特

別
償
却
に
代
え
て
、
対
象
資
産
の
取
得
価

額
の
７
％
相
当
額
の
税
額
控
除（
法
人
税

額
の
20
％
が
限
度
）の
適
用
が
認
め
ら
れ

る
が
、
当
該
税
額
控
除
制
度
の
適
用
期
限

も
同
様
に
延
長
さ
れ
て
い
る（
措
法
42
の

５
②
）。

⑶　
そ
の
他
の
改
正

な
お
、
資
産
の
取
得
や
製
作
等
に
充
て

る
た
め
、
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
補

助
金
や
給
付
金
等
の
交
付
を
受
け
た
資
産

に
つ
い
て
は
、
環
境
関
連
投
資
促
進
税
の

適
用
は
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
留

意
が
必
要
で
あ
る（
租
法
42
の
５
⑨
）。

＊

以
上
が
環
境
関
連
投
資
促
進
税
制
の
改

正
概
要
で
あ
る
が
、
同
税
制
の
適
用
に
あ

た
っ
て
は
確
定
申
告
に
お
け
る
当
局
交
付

の
確
認
書
の
添
付
等
、
対
象
資
産
の
種
類

に
応
じ
て
申
告
手
続
も
異
な
っ
て
く
る
た

め
、
慎
重
に
手
続
を
進
め
る
必
要
が
あ
る

点
に
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

研
究
開
発
税
制　

研
究
開
発
税
制
に
つ
い
て
は
、
産
業
界

の
要
望
に
応
え
る
形
で
、
い
わ
ゆ
る
総
額

型
の
試
験
研
究
費
控
除
に
つ
い
て
控
除
上

限
が
再
度
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た（
図
表
２
参
照
）。

⑴　
控
除
限
度
額
の
拡
充

総
額
型
の
税
額
控
除
制
度
に
は
、
①
試

験
研
究
費
の
総
額
に
係
る
税
額
控
除
制
度

（
措
法
42
の
４
①
）、
②
特
別
試
験
研
究
費

の
額
に
係
る
税
額
控
除
制
度（
措
法
42
の

４
②
）、
お
よ
び
③
中
小
企
業
技
術
基
盤

強
化
税
制（
措
法
42
の
４
⑥
）が
あ
る
が
、

い
ず
れ
の
制
度
に
お
い
て
も
控
除
上
限
が

平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に

つ
い
て
法
人
税
額
の
30
％
（
現
行
20
％
）

に
引
き
上
げ
ら
れ
た（
措
法
42
の
４
の
２

①
）。
こ
れ
は
平
成
21
年
度
改
正
に
お
い

て
行
わ
れ
た
控
除
上
限
の
時
限
的
拡
充
の

再
実
施
と
な
る
。

ま
た
、
当
期
の
税
額
控
除
限
度
額
の
う

ち
、
法
人
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た

金
額
に
つ
い
て
は
繰
越
税
額
控
除
限
度
超

過
額
と
し
て
１
年
間
の
繰
越
し
が
認
め
ら

れ
る
が（
措
法
42
の
４
③
・
⑦
）、
繰
り
越

し
た
年
度
に
お
け
る
控
除
限
度
額
も
合
わ

せ
て
30
％
に
拡
充
さ
れ
て
い
る（
措
法
42

の
４
の
２
①
）。
な
お
、
平
成
21
年
度
改

正
の
際
に
は
、
超
過
額
の
繰
越
期
間
も
２

年
間
な
い
し
３
年
間
に
延
長
さ
れ
た
が
、

今
般
の
改
正
に
お
い
て
は
繰
越
期
間
の
延

長
措
置
は
な
い
た
め
留
意
が
必
要
で
あ

る
。

⑵　
特
別
試
験
研
究
費
の
範
囲
の

拡
充

今
般
の
改
正
に
お
い
て
は
、
特
別
試
験

研
究
費
の
額
に
係
る
税
額
控
除
制
度
に
つ

い
て
、
特
別
試
験
研
究
費
の
範
囲
が
大
幅

に
拡
充
さ
れ
、
従
来
の
国
や
大
学
と
の
共

同
研
究
・
委
託
研
究
の
他
、
一
定
の
契
約

に
基
づ
き
企
業
間
で
実
施
さ
れ
る
共
同
研

究
・
委
託
研
究
に
つ
い
て
も
対
象
範
囲
に

加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
他
の
法
人
と
共

同
で
行
う
試
験
研
究
で
、
当
該
他
の
法
人

と
の
契
約
ま
た
は
協
定（
以
下
、「
契
約
等
」

と
い
う
）に
基
づ
い
て
行
う
も
の
が
対
象

範
囲
に
加
え
ら
れ
て
い
る（
措
法
42
の
４

②
・
⑫
）。
こ
こ
で「
他
の
法
人
」に
は
グ

ル
ー
プ
の
法
人
、
す
な
わ
ち
、
自
社
が
単

独
で
発
行
済
株
式
総
数
の
25
％
以
上
を
保

有
も
し
く
は
保
有
さ
れ
て
い
る
法
人
や
自

社
が
支
配
関
係（
自
社
が
直
接
ま
た
は
間

接
に
発
行
済
株
式
総
数
の
50
％
超
を
保
有

す
る
関
係
）を
有
す
る
法
人
は
除
か
れ
る

（
措
令
27
の
４
⑧
三
）。
ま
た
、
他
の
法
人

と
の
契
約
等
に
は
、
①
試
験
研
究
の
目
的

お
よ
び
内
容
、
②
実
施
期
間
、
③
他
の
法

人
の
名
称
お
よ
び
住
所
等
、④
実
施
場
所
、

（図表２）　研究開発税制の拡充

項　目 ⑴試験研究費の総額に係
る税額控除

⑵特別試験研究費の
額に係る税額控除

⑶中小企業技術基
盤強化税制

⑷繰越税額控除限度超過額に
係る税額控除

適用法人 青色申告法人 青色申告法人 中小企業者等 青色申告法人・中小企業者等

税額控除
割合

10％（試験研究費割合が
10％未満の場合は８％
＋試験研究費割合×0.2）

12％－左記⑴の税額
控除割合 12％ －

税額控除
限度額 法人税額の30％ 左記⑴の控除額と合

計で法人税額の30％ 法人税額の30％
法人税額の30％から当期分
の控除額（左記⑴、⑵または
⑶）を控除した残額

適用時期
平成25年４月１日から
平成27年３月31日まで
の間に開始する事業年度

同左 同左 同左

（注）　太字が平成25年度改正による改正部分
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⑤
使
用
す
る
設
備
の
明
細
、
⑥
従
事
す
る

研
究
者
の
氏
名
、
⑦
試
験
研
究
の
定
期
的

な
進
捗
報
告
の
内
容
等
、
と
い
っ
た
詳
細

を
定
め
る
必
要
が
あ
る
点
に
留
意
を
要
す

る（
措
規
20
②
）。

次
に
、
一
定
の
中
小
企
業
者
に
委
託
す

る
試
験
研
究
に
つ
い
て
も
契
約
等
に
基
づ

い
て
行
う
も
の
が
対
象
範
囲
に
加
え
ら
れ

て
い
る（
措
法
42
の
４
②
・
⑫
）。
一
定
の

中
小
企
業
者
と
は
青
色
申
告
を
行
う
中
小

企
業
者
の
う
ち
、
試
験
研
究
を
行
う
た
め

に
必
要
な
拠
点
お
よ
び
設
備
を
有
し
て
お

り
、
当
該
試
験
研
究
の
主
要
な
部
分
に
つ

い
て
再
委
託
を
行
わ
な
い
と
い
う
要
件
を

満
た
す
法
人
で
あ
り
、
前
記
の
共
同
研
究

同
様
、
グ
ル
ー
プ
の
法
人
は
除
か
れ
る

（
措
令
27
の
４
⑧
七
、措
規
20
⑤
）。
ま
た
、

契
約
等
に
つ
い
て
も
共
同
研
究
同
様
、
詳

細
を
定
め
た
も
の
に
制
度
の
適
用
が
限
定

さ
れ
る（
措
規
20
⑥
）。＊

以
上
が
、
今
般
の
研
究
開
発
税
制
の
改

正
内
容
で
あ
る
が
、
平
成
26
年
３
月
31
日

ま
で
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
に
お
い
て

は
、
い
わ
ゆ
る
増
加
型
や
高
水
準
型
の
税

額
控
除
が
総
額
型
の
控
除
と
は
別
枠
で
法

人
税
額
の
10
％
ま
で
認
め
ら
れ
る
た
め
、

平
成
26
年
３
月
期
に
つ
い
て
は
最
大
で
法

人
税
額
の
40
％
相
当
額
の
税
額
控
除
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

筆
者
の
経
験
上
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
事
業

展
開
を
行
っ
て
い
る
上
場
会
社
に
お
い
て

は
法
人
税
率
と
並
ん
で
研
究
開
発
税
制
は

関
心
が
深
い
テ
ー
マ
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
が
、
非
上
場
企
業
等
で
は
適
用
余
地

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
用
を
し
て
い

な
い
ケ
ー
ス
等
、
意
外
と
制
度
が
有
効
活

用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
同
税
制

は
実
効
税
率
低
減
の
観
点
か
ら
は
極
め
て

有
効
な
制
度
で
あ
り
、
今
般
の
改
正
を
機

に
積
極
的
に
活
用
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

交
際
費
の
損
金
算
入
枠

の
拡
大　

法
人
が
支
出
す
る
交
際
費
に
つ
い
て

は
、
中
小
法
人
に
お
い
て
定
額
控
除
限
度

額（
６
０
０
万
円
）の
範
囲
で
90
％
相
当
額

の
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
今
般

の
改
正
に
よ
り
、
平
成
25
年
４
月
１
日
か

ら
平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
開
始

す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
定
額
控
除
限

度
額
が
８
０
０
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

と
と
も
に
、
10
％
の
損
金
不
算
入
措
置
が

廃
止
さ
れ
る（
措
法
61
の
４
①
）（
図
表
３

参
照
）。

今
般
の
税
制
改
正
に
お
い
て
創
設
な
い

し
拡
充
さ
れ
る
他
の
減
税
項
目
に
つ
い
て

は
、
設
備
投
資
や
人
材
採
用
、
給
与
支
給

額
の
増
加
等
、
厳
し
い
経
済
環
境
下
に
お

け
る
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
適

用
が
容
易
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も

多
い
が
、
本
改
正
は
、
業
種
を
問
わ
ず
恩

恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
日
々
の
交
際

費
支
出
に
よ
る
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
と

い
う
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
た
め
、

心
理
的
な
も
の
も
含
め
そ
の
経
済
効
果
が

期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
本
制
度
の
適
用
対
象
と
な
る
中

小
法
人
と
は
期
末
資
本
金
額
１
億
円
以
下

の
法
人
を
指
す
が
、
グ
ル
ー
プ
法
人
税
制

が
適
用
さ
れ
る
法
人（
資
本
金
５
億
円
以

上
の
法
人
に
完
全
支
配
さ
れ
る
法
人
等
）

は
従
来
ど
お
り
、
交
際
費
の
全
額
が
損
金

不
算
入
と
さ
れ
る
た
め
留
意
を
要
す
る

（
措
法
61
の
４
①
、
法
法
66
⑥
二
・
三
）。

　
お
わ
り
に

以
上
、
平
成
25
年
度
税
制
改
正
に
お
け

る
減
税
措
置
の
う
ち
環
境
関
連
投
資
促
進

税
制
、
研
究
開
発
税
制
お
よ
び
交
際
費
の

損
金
算
入
枠
の
拡
大
に
つ
い
て
解
説
を

行
っ
た
。
適
用
要
件
お
よ
び
適
用
時
期

等
、
各
制
度
の
要
点
を
十
分
に
理
解
の
う

え
、
戦
略
的
に
活
用
し
、
税
引
き
後
の
投

資
効
率
を
高
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

宮口　徹（みやぐち・とおる）
宮口公認会計士・税理士事務所代表
公認会計士・税理士
大学卒業後、監査法人および投資銀行を経て2002
年に税理士法人プライスウォーターハウスクーパー
ス入所。以後10年超にわたり税務申告業務および
M&Aや組織再編に係る税務コンサルティング業務
に従事するともに税制に関する関係当局からの委
託調査や税制改正に関する執筆・講演に多数関与。 
公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。著
書に『事業再編税務ハンドブック』、『資本取引税務
ハンドブック』、『解説・Q&A グループ法人税制の
実務』（いずれも共著、中央経済社）など。

（図表３）　中小法人の交際費課税の特例の拡充
（改正前） （改正後）

損金不算入（10％相当額）

損金算入（90％相当額） 損金算入（全額）

100% 100%
90%

損
金
不
算
入

損
金
不
算
入

▲
600万円

▲
800万円

特別
企画


